
 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１１号 

   四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 四日市市建築基準法等関係手数料条例（平成１９年四日市市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第１（第２条第１項関係） 

種類 額 

１ （略） 

２ 法第８７条の４にお

いて準用する法第６条

第１項の規定に基づく

建築設備の設置に関す

る確認申請又は法第８

７条の４において準用

する法第１８条第２項

の規定に基づく建築設

備の設置に関する計画

通知に対する審査手数

料 

 （略） 

３ （略） 
 

備考 

１ （略） 

２ 複数の法第８７条の４の昇降機（以下「昇降機」という。）を同時に申請する

場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。  

３及び４ （略） 

 

改正前 



別表第１（第２条第１項関係） 

種類 額 

１ （略） 

２ 法第８７条の２にお

いて準用する法第６条

第１項の規定に基づく

建築設備の設置に関す

る確認申請又は法第８

７条の２において準用

する法第１８条第２項

の規定に基づく建築設

備の設置に関する計画

通知に対する審査手数

料 

 （略） 

３ （略） 
 

備考 

１ （略） 

２ 複数の法第８７条の２の昇降機（以下「昇降機」という。）を同時に申請す

る場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。  

３及び４ （略） 

 

改正後 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

１ （略） 

２ 法第８７条の４において準用する法

第７条第１項の規定に基づく建築設備

に関する完了検査申請又は法第８７条

の４において準用する法第１８条第１

６項の規定に基づく建築設備に関する

工事完了通知に対する検査手数料 

 （略） 



３ （略） 
 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

１ （略） 

２ 法第８７条の２において準用する法

第７条第１項の規定に基づく建築設備

に関する完了検査申請又は法第８７条

の２において準用する法第１８条第１

６項の規定に基づく建築設備に関する

工事完了通知に対する検査手数料 

 （略） 

３ （略） 
 

備考 （略） 

 

改正後 

別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 

法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２４

項第１号若しくは第２号（法第８７条の４又は第８８条第１項

若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く仮使用認定申請に対する審査手数料 

１２０，０００円 

 （略） 

法第４８条第１項ただし書、第２項ただ

し書、第３項ただし書、第４項ただし書、

第５項ただし書、第６項ただし書、第７

項ただし書、第８項ただし書、第９項た

だし書、第１０項ただし書、第１１項た

だし書、第１２項ただし書、第１３項た

だし書又は第１４項ただし書（法第８７

法第４８条第１６項

第１号の規定に該当

する場合 

１２０，０００円 

法第４８条第１６項

第２号の規定に該当

する場合 

１４０，０００円 



条第２項若しくは第３項又は第８８条第

２項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく用途地域における建築等許

可申請に対する審査手数料 

法第４８条第１６項

第１号又は第２号の

規定に該当しない場

合 

１８０，０００円 

 （略） 

法第５３条第６項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関す

る制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料  

３３，０００円 

 （略） 

法第８６条の８第１項の規定に基づく既存の一の建築物につい

て２以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の

緩和に係る認定申請に対する審査手数料 

２７，０００円 

法第８６条の８第３項（法第８７条の２第２項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく既存の一の建築物について２

以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認

定申請に対する審査手数料 

２７，０００円 

法第８７条の２第１項の規定に基づく既存の一の建築物につい

て２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認

定申請に対する審査手数料 

２７，０００円 

法第８７条の３第５項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可

申請に対する審査手数料 

１２０，０００円 

法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更して

一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る

許可申請に対する審査手数料 

１６０，０００円 

マンション建替え円滑化法第１０５条第１項の規定に基づく容

積率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料  

１６０，０００円 

  

 

改正前 

別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 



法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２４

項第１号若しくは第２号（法第８７条の２又は第８８条第１項

若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く仮使用認定申請に対する審査手数料 

１２０，０００円 

 （略） 

法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、

第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項た

だし書、第８項ただし書、第９項ただし書、第１０項ただし書、

第１１項ただし書、第１２項ただし書、第１３項ただし書又は

第１４項ただし書（法第８７条第２項若しくは第３項又は第８

８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく用

途地域における建築等許可申請に対する審査手数料  

１８０，０００円 

 （略） 

法第５３条第５項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関す

る制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料  

３３，０００円 

 （略）  

法第８６条の８第１項の規定に基づく既存の一の建築物につい

て２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認

定申請に対する審査手数料 

２７，０００円 

法第８６条の８第３項の規定に基づく既存の一の建築物につい

て２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変

更認定申請に対する審査手数料 

２７，０００円 

マンション建替え円滑化法第１０５条第１項の規定に基づく容

積率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料  

１６０，０００円 

  

 

   附 則 

 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行

の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

（都市整備部建築指導課） 


